
(57)【要約】

【課題】　申請書類の作成に要する捺印の操作の負担を

低減すること。

【解決手段】　

　申請管理システム１は、捺印を要する申請書類を管理

する申請管理システムであり、申請書類の内容に関する

書類情報を、管理に関する属性と共に記録する記録手段

２と、書類に付される捺印の承認を求める承認要求手段

３と、承認要求に対する応答に基づいて承認の有無を判

定し、承認された場合には属性の承認情報に承認済みを

付し、否認された場合には属性の承認情報に否認を付す

判定承認手段４と、承認済みの承認情報が付せられた書

類情報について申請書類の所定位置に捺印イメージを付

して申請書類を印刷する印刷手段５とを備え、捺印の必

要な信号書類について、事前に捺印者の当該書類に対す

る承認を得ておき、印刷時に書類情報と捺印イメージ情

報とを用いて印刷することにより、書類上に捺印イメー

ジを出力する。

【選択図】　図１
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
捺 印 を 要 す る 申 請 書 類 を 管 理 す る 申 請 管 理 シ ス テ ム で あ っ て 、
前 記 申 請 書 類 の 内 容 に 関 す る 書 類 情 報 を 、 管 理 に 関 す る 属 性 と 共 に 記 録 す る 記 録 手 段 と 、
前 記 書 類 に 付 さ れ る 捺 印 の 承 認 を 求 め る 承 認 要 求 手 段 と 、
承 認 要 求 に 対 す る 応 答 に 基 づ い て 承 認 の 有 無 を 判 定 し 、 承 認 さ れ た 場 合 に は 前 記 属 性 の 承
認 情 報 に 承 認 済 み を 付 し 、 否 認 さ れ た 場 合 に は 前 記 属 性 の 承 認 情 報 に 否 認 を 付 す 判 定 承 認
手 段 と 、
前 記 承 認 済 み の 承 認 情 報 が 付 せ ら れ た 書 類 情 報 に つ い て 申 請 書 類 の 所 定 位 置 に 捺 印 イ メ ー
ジ を 付 し て 申 請 書 類 を 印 刷 す る 印 刷 手 段 と を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 申 請 管 理 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ 】
前 記 属 性 は 、 捺 印 の 承 認 を 求 め る 承 認 者 情 報 及 び 当 該 承 認 者 が 属 す る 承 認 先 情 報 を 備 え 、
前 記 承 認 要 求 手 段 は 、 前 記 承 認 先 情 報 及 び 承 認 者 情 報 に 基 づ い て 承 認 先 の 承 認 者 に 捺 印 の
承 認 を 求 め る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 申 請 管 理 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ３ 】
前 記 記 録 手 段 は 捺 印 イ メ ー ジ の イ メ ー ジ 情 報 を 記 録 し 、
前 記 属 性 は 当 該 申 請 書 類 に 付 す 捺 印 イ メ ー ジ を 特 定 す る 情 報 を 備 え 、
前 記 印 刷 手 段 は 、 当 該 属 性 に 付 さ れ た 捺 印 イ メ ー ジ を 特 定 す る 情 報 に 基 づ い て 捺 印 イ メ ー
ジ の イ メ ー ジ 情 報 を 読 み 出 す こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 又 は ２ に 記 載 の 申 請 管 理 シ ス テ ム
。
【 請 求 項 ４ 】
前 記 承 認 者 情 報 は 捺 印 イ メ ー ジ を 特 定 す る 情 報 を 兼 ね る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ に 記 載
の 申 請 管 理 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ５ 】
前 記 承 認 要 求 手 段 は 、 承 認 先 か ら 捺 印 の 承 認 許 諾 と 共 に 捺 印 イ メ ー ジ の イ メ ー ジ 情 報 を 取
得 し 、
前 記 印 刷 手 段 は 、 承 認 先 か ら 取 得 し た 捺 印 イ メ ー ジ の イ メ ー ジ 情 報 を 用 い て 印 刷 す る こ と
を 特 徴 と す る 、 請 求 項 １ 又 は ２ に 記 載 の 申 請 管 理 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ６ 】
前 記 書 類 情 報 は 、 捺 印 イ メ ー ジ を 付 す 申 請 書 類 中 の 所 定 位 置 に 関 す る 情 報 を 備 え る こ と を
特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 ５ の 何 れ か 一 つ に 記 載 の 申 請 管 理 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ７ 】
前 記 書 類 情 報 は 書 類 の 記 載 項 目 を 定 め る 書 式 情 報 を 備 え 、
前 記 記 録 手 段 は 、 前 記 記 載 項 目 に 対 応 す る 申 請 内 容 情 報 を 当 該 書 類 情 報 と 別 に 記 録 し 、
前 記 印 刷 手 段 は 、 記 録 手 段 に 記 録 さ れ る 書 式 情 報 と 申 請 内 容 情 報 と を そ れ ぞ れ 読 み 出 し 、
書 式 情 報 の 記 載 項 目 に 対 応 す る 申 請 内 容 情 報 を 組 み 込 む こ と に よ り 、 申 請 書 類 を 印 刷 す る
こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 １ 乃 至 ６ の 何 れ か 一 つ に 記 載 の 申 請 管 理 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ８ 】
前 記 書 類 情 報 は 書 類 の 記 載 項 目 を 定 め る 書 式 情 報 を 備 え 、
前 記 記 録 手 段 は 、 前 記 記 載 項 目 に 対 応 す る 申 請 内 容 情 報 を 当 該 書 類 情 報 と 別 に 記 録 し 、
前 記 記 録 手 段 に 記 録 さ れ る 書 式 情 報 と 申 請 内 容 情 報 と を そ れ ぞ れ 読 み 出 し 、 書 式 情 報 の 記
載 項 目 に 対 応 す る 申 請 内 容 情 報 を 組 み 込 む こ と に よ り 申 請 書 類 情 報 を 作 成 す る 書 類 作 成 手
段 を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 １ 乃 至 ６ の 何 れ か 一 つ に 記 載 の 申 請 管 理 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ９ 】
前 記 書 類 作 成 手 段 は 、 前 記 判 定 承 認 手 段 に よ る 承 認 時 に 申 請 書 類 情 報 を 作 成 し 、
前 記 印 刷 手 段 は 、 当 該 作 成 し た 申 請 書 類 情 報 に 基 づ い て 申 請 書 類 を 印 刷 す る こ と を 特 徴 と
す る 、 請 求 項 ８ に 記 載 の 申 請 管 理 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ０ 】
前 記 書 類 作 成 手 段 は 、 前 記 判 定 承 認 手 段 に よ る 承 認 に 基 づ い て 申 請 書 類 情 報 を 作 成 し 、
前 記 記 録 手 段 は 、 当 該 作 成 し た 申 請 書 類 情 報 を 記 録 し 、
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前 記 印 刷 手 段 は 、 印 刷 要 求 時 に 記 録 手 段 か ら 申 請 書 類 情 報 を 読 み 出 し て 申 請 書 類 を 印 刷 す
る こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 ８ に 記 載 の 申 請 管 理 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ １ 】
前 記 属 性 は 、 申 請 書 類 の 印 刷 状 態 を 記 録 す る 印 刷 情 報 を 含 み 、
前 記 記 録 手 段 は 、 印 刷 完 了 時 に 前 記 印 刷 情 報 に 印 刷 済 み を 記 録 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求
項 １ 乃 至 １ ０ に 何 れ か 一 つ に 記 載 の 申 請 管 理 シ ス テ ム 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 各 種 申 請 書 類 を 管 理 す る シ ス テ ム に 関 し 、 特 に 、 捺 印 を 要 す る 書 類 に つ い て
書 類 毎 に 対 応 し た 捺 印 を 付 し た 書 類 を 印 刷 す る 申 請 管 理 シ ス テ ム に 関 す る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 各 種 申 請 書 類 の 中 に は 捺 印 が 求 め ら れ る 場 合 が あ る 。 こ の 捺 印 は 書 類 毎 に 押 印 さ れ る 種
類 が 予 め に 定 め ら れ て い る 。 こ の よ う な 申 請 書 類 を 提 出 先 に 提 出 す る に は 、 記 載 内 容 に 誤
り が な い こ と に 加 え て 、 捺 印 に 誤 り が な い こ と も 必 要 で あ る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 通 常 、 必 要 事 項 を 印 刷 し た 書 類 を 作 成 し た 後 、 捺 印 者 に 捺 印 を 求 め る こ と に よ り 申 請 書
類 を 意 味 し 、 提 出 先 に 提 出 す る こ と で 申 請 が 行 わ れ る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 申 請 内 容 に よ っ て は 、 申 請 書 類 の 種 類 や 提 出 先 が 多 岐 に 渡 る だ け で な く 、 申 請 書 類 に 押
印 さ れ る 捺 印 の 種 類 も 多 岐 に 渡 る 。 　
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 従 来 、 申 請 書 類 は 、 必 要 事 項 を 印 刷 し て 書 類 を 用 意 し 、 こ の 書 類 毎 に 定 め ら れ た 承 認 者
に 捺 印 を 依 頼 し 、 承 認 者 に よ っ て 捺 印 さ れ て 初 め て 完 備 さ れ る こ と に な る 。 こ の と き 、 こ
の 捺 印 を 誤 っ た 場 合 に は 、 再 度 書 類 を 用 意 し て 再 度 捺 印 を 求 め て 押 印 す る 必 要 が あ る 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 申 請 書 類 毎 に 定 ま っ て い る 捺 印 の 種 類 を 誤 る こ と な く 捺 印 を 正 し く 行 う に は 、 正 し い 書
類 を 承 認 者 に 渡 し て 捺 印 を 依 頼 す る 必 要 が あ る た め 、 捺 印 自 体 の 操 作 の 煩 雑 さ に 加 え て 、
捺 印 前 の 書 類 を 正 し く 用 意 す る こ と は 、 複 雑 で 慎 重 さ を 要 す る 作 業 と な る た め 、 大 き な 負
担 と な る と い う 問 題 が あ る 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 ま た 、 通 常 、 申 請 に は 期 限 が 設 定 さ れ る も の が あ る た め 、 多 種 類 で 多 量 の 捺 印 を 要 す る
書 類 を 所 定 の 期 限 内 に 用 意 す る こ と は 、 申 請 者 に と っ て 大 き な 負 担 で あ る 。 提 出 書 類 に 記
載 事 項 や 捺 印 に 誤 り 等 が あ っ た 場 合 に は 、 再 度 書 類 を 印 刷 し て 用 意 し 、 再 度 捺 印 を 依 頼 す
る 必 要 が あ る が 、 期 限 の 期 間 の 残 余 が 短 く な っ て い る た め 、 所 定 期 間 内 に 用 意 す る こ と は
さ ら に 大 き な 負 担 と な る と い う 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 そ こ で 、 本 発 明 は 、 前 記 し た 課 題 を 解 決 し て 、 申 請 書 類 の 作 成 に 要 す る 捺 印 の 操 作 の 負
担 を 低 減 す る こ と を 目 的 と す る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 本 発 明 の 申 請 管 理 シ ス テ ム は 、 捺 印 の 必 要 な 信 号 書 類 に つ い て 、 事 前 に 捺 印 者 の 当 該 書
類 に 対 す る 承 認 を 得 て お き 、 印 刷 時 に 書 類 情 報 と 捺 印 イ メ ー ジ 情 報 と を 用 い て 印 刷 す る こ
と に よ り 、 書 類 上 に 捺 印 イ メ ー ジ を 出 力 す る も の で あ り 、 書 類 情 報 と 捺 印 イ メ ー ジ 情 報 と
が 対 応 づ け ら れ て い る た め 各 書 類 に 定 め ら れ た 捺 印 を 誤 り 無 く 行 う こ と が で き 、 ま た 、 書
類 毎 に 人 手 に よ り 捺 印 す る と い っ た 煩 雑 な 操 作 を 省 く こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
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　 本 発 明 の 申 請 管 理 シ ス テ ム は 、 捺 印 を 要 す る 申 請 書 類 を 管 理 す る 申 請 管 理 シ ス テ ム で あ
り 、 申 請 書 類 の 内 容 に 関 す る 書 類 情 報 を 、 管 理 に 関 す る 属 性 と 共 に 記 録 す る 記 録 手 段 と 、
書 類 に 付 さ れ る 捺 印 の 承 認 を 求 め る 承 認 要 求 手 段 と 、 承 認 要 求 に 対 す る 応 答 に 基 づ い て 承
認 の 有 無 を 判 定 し 、 承 認 さ れ た 場 合 に は 属 性 の 承 認 情 報 に 承 認 済 み を 付 し 、 否 認 さ れ た 場
合 に は 属 性 の 承 認 情 報 に 否 認 を 付 す 判 定 承 認 手 段 と 、 承 認 済 み の 承 認 情 報 が 付 せ ら れ た 書
類 情 報 に つ い て 申 請 書 類 の 所 定 位 置 に 捺 印 イ メ ー ジ を 付 し て 申 請 書 類 を 印 刷 す る 印 刷 手 段
と を 備 え る 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 記 録 手 段 は 、 申 請 書 類 の 内 容 に 関 す る 書 類 情 報 を 記 録 す る 。 こ こ で 、 申 請 書 類 は 申 請 行
為 に 要 す る 種 々 の 書 類 を 意 味 し 、 申 請 事 項 に 応 じ て 種 々 の 書 類 が 定 め て お く こ と が で き る
。 例 え ば 、 あ る 機 器 の 検 定 を 申 請 す る た め に 、 検 定 申 請 書 ， 誓 約 書 ， 委 任 状 ， 添 付 書 類 ，
補 足 書 類 、 取 り 扱 い 説 明 書 等 の 各 種 必 要 書 類 を 定 め て お く こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 こ の 書 類 中 に は 、 捺 印 を 要 す る も の と 捺 印 を 要 さ な い も の と が あ る 。 本 発 明 は こ の 捺 印
を 要 す る 書 類 に つ い て 、 承 認 要 求 手 段 に よ り 捺 印 の 承 認 者 に 承 認 を 得 て 、 承 認 が 得 ら れ た
も の に つ い て は 判 定 承 認 手 段 に よ り 書 類 情 報 の 属 性 の 承 認 情 報 に 承 認 済 み を 記 録 し て お き
、 印 刷 手 段 は 承 認 情 報 が 付 せ ら れ た 書 類 情 報 に つ い て 捺 印 イ メ ー ジ を 付 し て 申 請 書 類 を 印
刷 す る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 こ れ に よ り 、 捺 印 が 必 要 な 申 請 書 類 に つ い て 正 し い 捺 印 を 印 刷 す る こ と が で き る と 共 に
、 承 認 者 の 承 認 が 得 ら れ た 申 請 書 類 の み に つ い て 捺 印 イ メ ー ジ を 付 す こ と に よ り セ キ ュ リ
テ ィ ー を 保 持 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 本 発 明 の 記 録 手 段 は 、 こ れ ら 各 申 請 書 類 の 書 類 書 式 情 報 を 記 録 す る 他 、 こ れ ら 申 請 書 類
に 記 載 す る 申 請 書 類 の 内 容 に 関 す る 書 類 情 報 に つ い て も 記 録 す る 。 こ の 内 容 に 関 す る 書 類
情 報 と し て は 、 例 え ば 、 申 請 事 項 が 遊 技 機 器 の 申 請 で あ る 場 合 に は 、 そ の 遊 技 機 器 の 登 録
番 号 ， 製 造 者 名 ， 機 種 名 ， 型 式 試 験 番 号 等 が あ る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 印 刷 手 段 は 、 こ れ ら の 書 類 情 報 や 申 請 書 類 の 提 出 先 の 名 称 を 書 類 書 式 の 所 定 位 置 に 記 載
し 、 捺 印 を 要 す る 場 合 に は そ の 捺 印 者 の 名 称 を 記 載 す る と 共 に 所 定 位 置 に 捺 印 イ メ ー ジ を
付 し て 申 請 書 類 の 印 刷 を 行 う 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 ま た 、 記 録 手 段 は 、 申 請 書 類 の 内 容 に 関 す る 書 類 情 報 を 、 管 理 に 関 す る 属 性 と 共 に 記 録
す る 。 こ の 属 性 は 、 捺 印 の 承 認 を 求 め る 承 認 者 情 報 、 承 認 者 が 属 す る 承 認 先 情 報 を 含 み 、
承 認 要 求 手 段 は こ の 承 認 者 情 報 や 承 認 先 情 報 に 基 づ い て 各 書 類 に 必 要 な 捺 印 の 承 認 を 承 認
先 に 求 め る こ と が で き る 。 ま た 、 承 認 要 求 手 段 に よ り 得 ら れ た 承 認 状 況 に 関 す る 情 報 は 判
定 承 認 手 段 に よ り 属 性 中 に 記 録 さ れ る 。 印 刷 手 段 は 、 こ の 属 性 に 記 録 さ れ た 承 認 状 況 に 基
づ い て 捺 印 イ メ ー ジ の 印 刷 の 可 否 を 判 定 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 承 認 要 求 手 段 は 、 書 類 情 報 の 属 性 に 記 録 さ れ る 承 認 先 情 報 及 び 承 認 者 情 報 に 基 づ い て 、
承 認 先 の 通 知 し 承 認 者 に 捺 印 の 承 認 を 求 め 、 判 定 承 認 手 段 は 承 認 者 か ら 捺 印 の 承 認 を 得 ら
れ た 場 合 に は 属 性 に 記 録 す る 。 そ の 後 、 印 刷 要 求 が 出 さ れ る と 、 書 類 情 報 の 属 性 に 記 録 さ
れ た 承 認 を 確 認 し て 、 書 類 の 所 定 位 置 に 捺 印 イ メ ー ジ を 付 す こ と で 、 捺 印 が ふ さ れ た 書 類
が 形 成 さ れ る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 捺 印 イ メ ー ジ は 、 記 録 手 段 に イ メ ー ジ 情 報 と し て 記 録 し て お き 、 印 刷 時 に 読 み 出 す 形 態
と す る こ と も 、 あ る い は 、 印 刷 時 に 承 認 先 か ら 取 り 込 む 形 態 と す る こ と も で き る 。 承 認 先
か ら 捺 印 イ メ ー ジ を 取 り 込 む 形 態 の 場 合 に は 、 承 認 先 に お い て 捺 印 の イ メ ー ジ 情 報 を 記 録
し て お き 、 本 発 明 の 申 請 管 理 シ ス テ ム か ら 要 求 が あ っ た 時 に 当 該 イ メ ー ジ 情 報 を 送 信 す る
他 、 要 求 時 に 捺 印 イ メ ー ジ を 取 り 込 ん で 送 信 す る こ と も で き る 。 承 認 要 求 手 段 は 、 承 認 先
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か ら 捺 印 の 承 認 許 諾 と 共 に 捺 印 イ メ ー ジ の イ メ ー ジ 情 報 を 取 得 し 、 印 刷 手 段 は 、 承 認 先 か
ら 取 得 し た 捺 印 イ メ ー ジ の イ メ ー ジ 情 報 を 用 い て 印 刷 を 行 う 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 ま た 、 記 録 手 段 は 、 書 類 情 報 の 属 性 と し て 、 申 請 書 類 に 付 す 捺 印 イ メ ー ジ を 特 定 す る 情
報 を 記 録 す る こ と に よ り 、 各 書 類 に 要 す る 捺 印 イ メ ー ジ を 特 定 す る こ と が で き る 。 印 刷 手
段 は 属 性 に 付 さ れ た 捺 印 イ メ ー ジ を 特 定 す る 情 報 に 基 づ い て 捺 印 イ メ ー ジ の イ メ ー ジ 情 報
を 読 み 出 す こ と が で き る 。 承 認 者 と 捺 印 者 と が 一 致 し て い る 場 合 に は 、 こ の 捺 印 イ メ ー ジ
を 特 定 す る 情 報 と し て 承 認 者 情 報 を 用 い て も よ い 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 ま た 、 書 類 情 報 は 、 申 請 書 類 の ど の 位 置 に 捺 印 イ メ ー ジ を 付 す か の 位 置 情 報 や 、 書 類 の
記 載 項 目 を 定 め る 書 式 情 報 を 備 え る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 記 録 手 段 は 、 書 式 情 報 等 の 書 類 情 報 の 他 に こ の 記 載 項 目 に 対 応 す る 申 請 内 容 情 報 を 書 類
情 報 と 別 に 記 録 す る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 申 請 書 類 の 印 刷 は 、 印 刷 す る た め の 申 請 書 類 の 作 成 及 び 印 刷 を 印 刷 手 段 で 行 う 形 態 の 他
、 一 旦 申 請 書 類 を 作 成 し て 記 録 し て お き 、 印 刷 手 段 は 記 録 さ れ た 申 請 書 類 を 読 み 出 し て 印
刷 す る 形 態 と す る こ と も で き る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 印 刷 手 段 に お い て 申 請 書 類 の 作 成 と 印 刷 を 行 う 場 合 に は 、 印 刷 手 段 は 記 録 手 段 に 記 録 さ
れ る 書 式 情 報 と 申 請 内 容 情 報 と を そ れ ぞ れ 読 み 出 し 、 書 式 情 報 の 記 載 項 目 に 対 応 す る 申 請
内 容 情 報 を 組 み 込 む こ と に よ り 申 請 書 類 を 印 刷 す る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 ま た 、 申 請 書 類 の 作 成 と 印 刷 を 別 に 行 う 場 合 に は 、 申 請 書 類 情 報 を 作 成 す る 書 類 作 成 手
段 を 備 え る 。 記 録 手 段 に 、 記 載 項 目 に 対 応 す る 申 請 内 容 情 報 を 当 該 書 類 情 報 と を 別 に 記 録
し て お き 、 書 類 作 成 手 段 に よ っ て 記 録 手 段 に 記 録 さ れ る 書 式 情 報 と 申 請 内 容 情 報 と を そ れ
ぞ れ 読 み 出 し 、 書 式 情 報 の 記 載 項 目 に 対 応 す る 申 請 内 容 情 報 を 組 み 込 む こ と に よ り 申 請 書
類 情 報 を 作 成 す る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 書 類 作 成 手 段 に よ る 一 形 態 で は 、 判 定 承 認 手 段 に よ る 承 認 時 に 申 請 書 類 情 報 を 作 成 し 、
印 刷 手 段 に よ り 申 請 書 類 を 印 刷 す る 。 ま た 、 書 類 作 成 手 段 に よ る 他 の 形 態 で は 、 判 定 承 認
手 段 に よ る 承 認 に 基 づ い て 申 請 書 類 情 報 を 作 成 し 、 作 成 し た 申 請 書 類 情 報 を 記 録 手 段 に 記
録 し て お く 。 印 刷 手 段 は 印 刷 要 求 時 に 記 録 手 段 か ら 作 成 し た 申 請 書 類 情 報 を 読 み 出 し て 申
請 書 類 を 印 刷 す る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 ま た 、 属 性 は 、 申 請 書 類 の 印 刷 状 態 を 記 録 す る 印 刷 情 報 を 含 む よ う に し て も よ い 。 記 録
手 段 は 、 印 刷 完 了 時 に 印 刷 情 報 に 印 刷 済 み を 記 録 す る 。 印 刷 情 報 に 記 録 さ れ る 印 刷 状 態 に
よ り 、 申 請 書 類 を 管 理 す る こ と に よ り 、 申 請 書 類 の 発 行 ， 未 発 行 の チ ャ ッ ク が 容 易 と な り
、 ま た 、 同 一 の 申 請 書 類 の 複 数 発 行 を 防 ぐ こ と が で き る 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 本 発 明 の 申 請 管 理 シ ス テ ム に よ れ ば 、 申 請 書 類 の 作 成 に 要 す る 捺 印 の 操 作 の 負 担 を 低 減
す る こ と が で き る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 以 下 、 本 発 明 の 実 施 の 形 態 に つ い て 、 図 を 用 い て 詳 細 に 説 明 す る 。 　
【 ０ ０ ２ ９ 】
　 以 下 、 図 １ を 用 い て 本 発 明 の 申 請 管 理 シ ス テ ム の 概 略 を 説 明 し 、 図 ２ ～ 図 ８ を 用 い て 本
発 明 の 申 請 管 理 シ ス テ ム の 第 １ の 形 態 を 説 明 し 、 図 ９ ～ 図 １ ３ を 用 い て 本 発 明 の 申 請 管 理
シ ス テ ム の 第 ２ の 形 態 を 説 明 す る 。
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【 ０ ０ ３ ０ 】
　 図 １ に お い て 、 申 請 管 理 シ ス テ ム １ は 、 申 請 書 類 の 内 容 に 関 す る 書 類 情 報 ２ ａ を 、 管 理
に 関 す る 属 性 と 共 に 記 録 す る 記 録 手 段 ２ と 、 書 類 に 付 さ れ る 捺 印 の 承 認 を 求 め る 承 認 要 求
手 段 ３ と 、 承 認 要 求 に 対 す る 応 答 に 基 づ い て 承 認 の 有 無 を 判 定 し 、 承 認 さ れ た 場 合 に は 属
性 の 承 認 情 報 に 承 認 済 み を 付 し 、 否 認 さ れ た 場 合 に は 属 性 の 承 認 情 報 に 否 認 を 付 す 判 定 承
認 手 段 ４ と 、 承 認 済 み の 承 認 情 報 が 付 せ ら れ た 書 類 情 報 に つ い て 申 請 書 類 の 所 定 位 置 に 捺
印 イ メ ー ジ を 付 し て 申 請 書 類 を 印 刷 す る 印 刷 手 段 ５ と を 備 え る 。
【 ０ ０ ３ １ 】
　 記 録 手 段 ２ は 、 申 請 書 類 等 の 書 類 １ ０ に 関 す る 情 報 を 記 録 す る 手 段 で あ り 、 書 類 情 報 ２
ａ や 捺 印 イ メ ー ジ 情 報 ２ ｃ 等 を 記 録 す る 。 こ こ で 、 申 請 書 類 は 申 請 行 為 に 要 す る 種 々 の 書
類 を 意 味 し 、 申 請 事 項 に 応 じ て 種 々 の 書 類 が 定 め て お く こ と が で き る 。 例 え ば 、 機 器 検 定
を 申 請 す る 書 類 と し て は 、 検 定 申 請 書 ， 誓 約 書 ， 委 任 状 ， 添 付 書 類 ， 補 足 書 類 、 取 り 扱 い
説 明 書 等 の 各 種 必 要 書 類 と す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
　 書 類 情 報 ２ ａ は 、 各 申 請 書 類 に お い て 、 共 通 事 項 と し て 、 記 載 事 項 や そ の 記 載 事 項 の 記
載 位 置 等 の フ ォ ー マ ッ ト を 定 め る 書 式 情 報 を 備 え る 他 、 各 申 請 に 関 わ る 個 別 情 報 と し て 、
記 載 内 容 、 書 類 の 提 出 先 等 の 情 報 や 捺 印 の 要 否 が あ る 。 さ ら に 、 捺 印 を 要 す る 書 類 で あ る
場 合 に は 、 そ の 捺 印 を 求 め る 承 認 者 や 承 認 先 、 承 認 の 状 況 等 を 個 々 の 情 報 を 備 え る 。 上 記
個 別 情 報 は 、 書 類 情 報 の 属 性 と し て 記 録 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
　 ま た 、 捺 印 イ メ ー ジ 情 報 ２ ｂ は 、 書 類 １ ０ 上 に 捺 印 を 印 刷 す る た め に 用 い る 捺 印 を イ メ
ー ジ 情 報 で あ り 、 予 め 捺 印 を ス キ ャ ナ や 撮 像 装 置 等 に よ り 画 像 デ ー タ を 取 得 し て 求 め 記 録
し て お く こ と が で き る 。 な お 、 図 １ で は 、 捺 印 イ メ ー ジ 情 報 ２ ｂ は 、 書 類 情 報 ２ ａ が 記 録
さ れ る 記 録 手 段 ２ に 記 録 す る 構 成 を 示 し て い る が 、 こ の 構 成 に 限 ら ず 、 捺 印 イ メ ー ジ 情 報
２ ｂ を 承 認 先 に 記 録 し て お く 構 成 と す る こ と も 、 あ る い は 、 記 録 す る こ と な く 、 必 要 に 応
じ て ス キ ャ ナ や 撮 像 装 置 等 に よ り 取 得 す る 構 成 と す る こ と も で き る 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
　 承 認 要 求 手 段 ３ は 、 捺 印 者 で あ る 承 認 先 １ １ の 承 認 者 に 通 知 し て 、 捺 印 の 使 用 に つ い て
承 認 の 許 諾 を 得 る こ と に よ り 、 書 類 に 付 さ れ る 捺 印 の 承 認 を 求 め る 手 段 で あ り 、 例 え ば 、
承 認 先 １ １ と 通 信 接 続 す る 通 信 手 段 と す る こ と が で き る 。 通 信 手 段 は ネ ッ ト ワ ー ク を 利 用
す る こ と が で き 、 例 え ば 、 書 類 情 報 中 の 属 性 に 記 録 さ れ た 承 認 先 あ る い は 承 認 者 に 対 応 す
る ア ド レ ス を 読 み 出 し て 接 続 を 行 う こ と が で き る 。 承 認 要 求 の 際 に は 、 承 認 を 求 め る 申 請
書 類 を 特 定 す る た め に 、 書 類 の 種 類 や 記 載 内 容 等 を 通 知 し て も よ い 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
　 ま た 、 承 認 先 か ら 捺 印 イ メ ー ジ 情 報 に つ い て も 取 得 す る 場 合 に は 、 承 認 要 求 手 段 ３ を 介
し て 承 認 許 諾 と 共 に 捺 印 イ メ ー ジ 情 報 を 入 力 す る 。 承 認 先 に 対 す る 承 認 要 求 は 、 申 請 管 理
シ ス テ ム １ に 対 し て 入 力 さ れ た 承 認 要 求 に 基 づ い て 行 う こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
　 判 定 承 認 手 段 ４ は 、 承 認 要 求 手 段 ３ が 承 認 先 に 行 っ た 承 認 要 求 に 対 し て 承 認 先 か ら 得 ら
れ た 応 答 に 従 っ て 承 認 の 有 無 を 判 定 し 、 判 定 結 果 に 基 づ い て 属 性 中 の 承 認 状 況 を 設 定 す る
。 属 性 の 承 認 情 報 の デ ー タ 項 目 は 初 期 状 態 で は 未 承 認 と し て お き 、 承 認 先 か ら 捺 印 の 使 用
に つ い て 承 認 が 得 ら れ た 場 合 に は 承 認 済 み を 設 定 し 、 否 認 さ れ た 場 合 に は 否 認 を 設 定 す る
。 こ れ に よ り 、 属 性 の 承 認 情 報 を 確 認 す る こ と に よ り 、 捺 印 の 使 用 に つ い て 未 承 認 、 承 認
、 あ る い は 否 認 に 何 れ の 状 況 に あ る か を 確 認 す る こ と が で き 、 未 承 認 の 場 合 に は 、 承 認 先
に 対 し て 承 認 が 未 要 求 で あ る と 認 識 す る こ と が で き 、 承 認 の 場 合 に は 、 捺 印 の 使 用 が 許 諾
さ れ て い る と 認 識 す る こ と が で き 、 ま た 、 否 認 の 場 合 に は 、 書 類 の 記 載 項 目 等 の 不 備 な ど
に よ り 承 認 が 保 留 さ れ て い る と 認 識 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ７ 】
　 印 刷 手 段 ５ は 、 記 録 手 段 ２ に 記 録 さ れ る 書 類 情 報 ２ ａ と 捺 印 イ メ ー ジ 情 報 ２ ｂ と を 用 い
て 、 捺 印 イ メ ー ジ を 付 し た 書 類 １ ０ を 印 刷 す る 。 な お 、 捺 印 イ メ ー ジ 情 報 は 記 録 手 段 ２ に
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記 録 さ れ 画 像 デ ー タ を 用 い る こ と も 、 あ る い は 、 承 認 先 １ １ か ら 取 り 込 ん だ 画 像 デ ー タ を
用 い る こ と も で き る 。 捺 印 イ メ ー ジ 情 報 ２ ｂ の 書 類 上 の 位 置 は 、 書 式 情 報 中 に 設 定 し て お
く こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ８ 】
　 な お 、 印 刷 処 理 は 、 申 請 管 理 シ ス テ ム １ に 対 し て 入 力 さ れ た 印 刷 要 求 に 基 づ い て 行 う こ
と が で き る 。 ま た 、 捺 印 を 要 さ な い 書 類 の 場 合 に は 、 書 類 情 報 の み に よ っ て 印 刷 す る こ と
も で き る 。
【 ０ ０ ３ ９ 】
　 次 に 、 本 発 明 の 申 請 管 理 シ ス テ ム の 第 １ の 形 態 に つ い て 、 図 ２ ～ 図 ８ を 用 い て 説 明 す る
。 　 図 ２ は 本 発 明 の 申 請 管 理 シ ス テ ム の 第 １ の 形 態 を 説 明 す る た め の 図 で あ る 。
【 ０ ０ ４ ０ 】
　 第 １ の 形 態 は 、 捺 印 イ メ ー ジ 情 報 ２ ｂ を 予 め 承 認 先 か ら 取 得 し て 記 録 手 段 ２ 内 に 用 意 し
て お き 、 承 認 要 求 時 に 承 認 先 に 捺 印 の 使 用 許 諾 を 得 た 後 、 印 刷 要 求 時 に 書 類 情 報 ２ ａ と 捺
印 イ メ ー ジ 情 報 ２ ｂ と を 組 み 合 わ せ て 捺 印 付 き の 書 類 を 印 刷 す る 形 態 で あ る 。
【 ０ ０ ４ １ 】
　 な お 、 こ こ に 示 す 例 で は 、 書 類 作 成 手 段 ６ に お い て 書 類 情 報 ２ ａ と 捺 印 イ メ ー ジ 情 報 ２
ｂ と に よ り 作 成 書 類 情 報 を 形 成 し て 記 録 手 段 ２ に 記 録 し て お き 、 印 刷 要 求 時 に 記 録 手 段 ２
か ら 作 成 書 類 情 報 を 読 み 出 し て 印 刷 を 行 う 例 に つ い て 示 し て い る 。
【 ０ ０ ４ ２ 】
　 こ こ で 、 書 類 作 成 手 段 ６ は 、 書 類 情 報 ２ ａ ， 申 請 書 類 の 内 容 に 関 す る 書 類 情 報 （ 例 え ば
、 申 請 機 種 情 報 ２ ｃ ） ， 捺 印 イ メ ー ジ 情 報 ２ ｂ 等 か ら 作 成 書 類 情 報 を 形 成 す る 手 段 で あ り
、 書 類 情 報 ２ ａ 中 の 書 式 情 報 の 所 定 項 目 に 申 請 書 類 の 内 容 に 関 わ る 事 項 を 組 み 込 み 、 捺 印
の 所 定 位 置 に 捺 印 イ メ ー ジ を 組 み 込 む こ と に よ り 、 印 刷 手 段 ５ が 印 刷 す る 際 の 印 刷 デ ー タ
と な る 作 成 書 類 情 報 を 作 成 す る 。 こ こ で は 、 書 類 作 成 手 段 ６ で 作 成 し た 書 類 情 報 を 記 録 手
段 ２ に 記 録 し て お き 、 印 刷 要 求 時 に 読 み 出 し て 印 刷 す る 例 を 示 し て い る が 、 書 類 作 成 手 段
６ で 作 成 し た 書 類 情 報 を 印 刷 手 段 ５ に 直 接 送 り 、 記 録 す る こ と な く 直 ぐ に 印 刷 を 行 う よ う
に し て も よ い 。
【 ０ ０ ４ ３ 】
　 図 ３ ～ 図 ５ は 、 記 録 手 段 に 記 録 す る 申 請 書 類 の 内 容 に 関 わ る 事 項 の 情 報 、 書 類 情 報 、 及
び 作 成 書 類 情 報 の 一 例 を 示 し て い る 。
【 ０ ０ ４ ４ 】
　 図 ３ は 申 請 機 器 情 報 の 一 例 で あ り 、 所 定 の 機 器 を 申 請 書 類 の 内 容 と す る 場 合 の 例 で あ る
。 申 請 機 器 情 報 と し て は 、 例 え ば 、 機 種 の 登 録 番 号 ， 製 造 会 社 や 販 売 会 社 等 の 当 該 機 器 を
取 り 扱 う 会 社 名 （ メ ー カ ー 名 ） ， 機 種 名 ， 型 式 試 験 番 号 等 が あ る 。 な お 、 型 式 試 験 番 号 は
、 当 該 機 器 の 認 定 に 当 た っ て 所 定 に 試 験 を 要 す る 場 合 に 付 せ ら れ る 識 別 番 号 で あ る 。
【 ０ ０ ４ ５ 】
　 こ の 申 請 機 器 情 報 は 、 申 請 書 類 上 に 所 定 欄 に 記 載 さ れ る 。 申 請 書 類 の 種 類 毎 に 設 定 さ れ
た 書 式 情 報 に こ の 申 請 機 器 情 報 を 記 載 す る 位 置 を 設 定 し て お き 、 こ の 設 定 位 置 に 申 請 機 器
情 報 く に 組 み 込 む こ と に よ り 申 請 書 類 を 形 成 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ４ ６ 】
　 図 ４ は 書 類 情 報 の 一 例 で あ り 、 例 え ば 書 類 名 ， 書 類 書 式 等 の 情 報 を 属 性 と 共 に 備 え る 。
書 類 名 は 各 書 類 の 種 類 を 識 別 す る 名 称 で あ り 、 例 え ば 、 申 請 書 ， 誓 約 書 ， 委 任 状 ， 取 り 扱
い 説 明 書 ， 補 足 資 料 等 が あ る 。 各 書 類 名 に 対 し て 、 記 載 内 容 に 応 じ て 複 数 の 書 類 書 式 が 用
意 さ れ る 。 例 え ば 、 申 請 書 に 対 し て 申 請 の 内 容 や 形 式 に 応 じ て 申 請 ０ １ ， 申 請 ０ ２ ， … 等
の 各 書 式 が 用 意 し 、 誓 約 書 に 対 し て 誓 約 の 内 容 や 形 成 に 応 じ て 誓 約 ０ １ ， 誓 約 ０ ２ ， … 等
の 各 書 式 が 用 意 さ れ る 。 委 任 状 ， 取 り 扱 い 説 明 書 ， 補 足 資 料 に つ い て も 、 同 様 に そ れ ぞ れ
各 書 式 が 用 意 さ れ る 。 な お 、 こ れ ら の 例 は 一 例 で あ っ て 、 申 請 内 容 に よ っ て 異 な る 。
【 ０ ０ ４ ７ 】
　 属 性 に は 、 各 書 類 書 式 に お い て 、 個 別 の 書 類 に 関 わ ら ず 書 類 書 式 毎 に 共 通 に 持 つ 属 性 情
報 （ 図 中 の 属 性 １ ） と 、 書 類 毎 に 固 有 に 持 つ 属 性 情 報 （ 図 中 の 属 性 ２ ） と に 区 分 す る こ と
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が で き る 。
【 ０ ０ ４ ８ 】
　 属 性 １ と し て は 、 例 え ば 捺 印 の 承 認 を 求 め る 承 認 先 （ 図 中 の Ａ 社 ， Ｂ 社 ， Ｃ 社 ， … ） 、
機 種 情 報 を 書 類 に 記 載 す る こ と を 要 す る か 否 か の 機 種 情 報 の 要 否 、 捺 印 を 書 類 に 付 す こ と
を 要 す る か 否 か の 捺 印 の 要 否 ， 捺 印 イ メ ー ジ の イ メ ー ジ 情 報 を 特 定 す る 捺 印 デ ー タ （ 図 中
の A-01， A-02， … ， B-01， … ， C-01， … ） ， 捺 印 の 使 用 許 諾 を 求 め る 承 認 先 の 承 認 者 （ 図
中 に Ａ 社 取 締 役 a1， Ａ 社 取 締 役 a2， … ， Ｂ 社 取 締 役 b， … ） ， 書 類 の 提 出 先 等 が あ る 。 な
お 、 承 認 者 は 、 承 認 の 個 人 名 と 個 人 が 所 属 す る 組 織 名 に 分 け て 設 定 す る こ と も で き る 。 こ
の 属 性 １ は 、 各 書 類 書 式 に 共 通 の 情 報 と な る 。
【 ０ ０ ４ ９ 】
　 ま た 、 属 性 ２ と し て は 例 え ば 承 認 状 況 が あ り 、 各 個 別 の 書 類 に 対 応 し た 情 報 と な る 。 こ
の 承 認 状 況 の 初 期 状 態 は 未 承 認 が 設 定 さ れ 、 承 認 先 の 承 認 が 得 ら れ た 場 合 に は 承 認 が 設 定
さ れ 、 書 類 の 記 載 事 項 の 不 備 等 に よ っ て 承 認 先 の 承 認 が 得 ら れ な い 場 合 に は 否 認 が 設 定 さ
れ る 。
【 ０ ０ ５ ０ 】
　 図 ４ の 例 で は 、 申 請 書 ， 誓 約 書 ， 委 任 状 は 捺 印 を 要 す る 書 類 で あ る た め 、 属 性 １ の 捺 印
の 要 否 の 項 目 に は 「 要 」 が 設 定 さ れ 、 捺 印 デ ー タ の 項 目 に は 当 該 書 類 に 捺 印 さ れ る べ き 捺
印 デ ー タ の デ ー タ 名 が 設 定 さ れ る 。 ま た 、 そ の 承 認 者 の 項 目 に は 承 認 先 の 名 称 が 設 定 さ れ
る 。 一 方 、 取 り 扱 い 説 明 書 ， 補 足 資 料 は 捺 印 を 要 さ な い 書 類 で あ る た め 、 捺 印 デ ー タ の 項
目 、 承 認 者 の 項 目 、 承 認 状 況 の 項 目 に は デ ー タ は 説 明 さ れ な い 。
【 ０ ０ ５ １ 】
　 図 ５ は 、 図 ４ の 書 類 情 報 を 元 に 作 成 し た 個 々 の 作 成 書 類 の 情 報 例 で あ る 。 例 え ば 、 書 類
番 号 が 申 請 ０ ３ － ０ １ ０ の 作 成 書 類 は 、 申 請 ０ １ で 表 さ れ る 書 類 書 式 を 用 い る 書 類 で あ っ
て 、 ０ ３ － ０ ０ ５ の 申 請 機 種 に 関 す る 申 請 で あ り 、 属 性 １ か ら A-01と A-02の 捺 印 デ ー タ で
特 定 さ れ る ２ つ の 捺 印 イ メ ー ジ を 要 し 、 そ の 捺 印 の 承 認 先 は そ れ ぞ れ Ａ 社 取 締 役 a1と Ａ 社
取 締 役 a2で あ る こ と が 分 か り 、 属 性 ２ の 承 認 状 況 か ら 未 承 認 で あ る こ と が 分 か る 。
【 ０ ０ ５ ２ 】
　 ま た 、 書 類 番 号 が 申 請 ０ ３ － ０ １ １ の 作 成 書 類 は 、 申 請 ０ １ で 表 さ れ る 書 類 書 式 を 用 い
る 書 類 で あ っ て 、 ０ ３ － ０ ０ ６ の 申 請 機 種 に 関 す る 申 請 で あ り 、 属 性 １ か ら B-01の 捺 印 デ
ー タ で 特 定 さ れ る １ つ の 捺 印 イ メ ー ジ を 要 し 、 そ の 捺 印 の 承 認 先 は Ｂ 社 取 締 役 bで あ る こ
と が 分 か り 、 属 性 ２ の 承 認 状 況 か ら 承 認 さ れ 、 更 に 、 印 刷 済 み で あ る こ と が 分 か る 。
【 ０ ０ ５ ３ 】
　 ま た 、 書 類 番 号 が 申 請 ０ ３ － ０ １ ２ の 作 成 書 類 は 、 申 請 ０ ２ で 表 さ れ る 書 類 書 式 を 用 い
る 書 類 で あ っ て 、 ０ ３ － ０ １ １ の 申 請 機 種 に 関 す る 申 請 で あ り 、 属 性 １ か ら C-01の 捺 印 デ
ー タ で 特 定 さ れ る １ つ の 捺 印 イ メ ー ジ を 要 し 、 そ の 捺 印 の 承 認 先 は Ｃ 社 取 締 役 Cで あ る こ
と が 分 か り 、 属 性 ２ の 承 認 状 況 か ら 承 認 が 否 認 さ れ て い る こ と が 分 か る 。 誓 約 書 類 ， 委 任
状 ， 取 り 扱 い 説 明 書 ， 補 足 資 料 に つ い て も 同 様 で あ る 。
【 ０ ０ ５ ４ 】
　 次 に 、 図 ６ ～ 図 ８ を 用 い て 、 本 発 明 の 申 請 管 理 シ ス テ ム に よ る 申 請 書 類 の 作 成 動 作 及 び
印 刷 動 作 に つ い て 説 明 す る 。 な お 、 図 ６ は 申 請 管 理 シ ス テ ム に よ る 動 作 を 説 明 す る た め の
概 略 図 で あ り 、 図 ７ は 申 請 管 理 シ ス テ ム に よ る 申 請 書 類 の 作 成 動 作 を 説 明 す る た め の フ ロ
ー チ ャ ー ト で あ り 、 図 ８ は 申 請 管 理 シ ス テ ム に よ る 申 請 書 類 の 印 刷 動 作 を 説 明 す る た め の
フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る 。
【 ０ ０ ５ ５ 】
　 は じ め に 、 申 請 書 類 の 作 成 動 作 に つ い て 図 ７ の フ ロ ー チ ャ ー ト に 従 っ て 説 明 す る 。
【 ０ ０ ５ ６ 】
　 作 成 を 行 う 書 類 に つ い て 、 記 録 手 段 ２ の 書 類 情 報 ２ ａ を 読 み 出 す 。 作 成 を 行 う 書 類 は 、
例 え ば 書 類 書 式 を 指 定 す る こ と で 特 定 す る こ と が で き る （ ス テ ッ プ Ｓ １ ） 。
【 ０ ０ ５ ７ 】
　 指 定 し て 読 み 出 し た 書 類 情 報 ２ ａ の 属 性 か ら そ の 書 類 が 機 種 情 報 を 要 す る か 否 か を 判 定

10

20

30

40

50

(8) JP 2005-100209 A 2005.4.14



し （ ス テ ッ プ Ｓ ２ ） 、 機 種 情 報 の 項 目 に 「 要 」 が 設 定 さ れ て い る 場 合 に は 、 申 請 機 種 情 報
２ ｂ か ら 該 当 す る 申 請 機 種 情 報 を 選 択 し 、 申 請 書 類 内 に 取 り 込 む 。 こ れ に よ り 、 例 え ば 、
申 請 内 容 と し て 機 種 登 録 番 号 ， 機 種 名 ， 型 式 試 験 番 号 等 の 情 報 が 申 請 書 類 内 に 盛 り 込 ま れ
る （ ス テ ッ プ Ｓ ３ ） 。
【 ０ ０ ５ ８ 】
　 次 に 、 書 類 情 報 ２ ａ の 属 性 か ら そ の 書 類 が 捺 印 を 要 す る か 否 か を 判 定 し （ ス テ ッ プ Ｓ ４
） 、 捺 印 の 要 否 の 項 目 に 「 要 」 が 設 定 さ れ て い る 場 合 に は 、 さ ら に 、 属 性 ２ の 承 認 状 況 の
項 目 に 「 承 認 」 が 設 定 さ れ 承 認 済 み で あ る か を 判 定 す る 。 通 常 、 申 請 書 類 の 作 成 段 階 で は
、 こ の 承 認 状 況 の 項 目 は 初 期 状 態 と し て 「 未 承 認 」 が 設 定 さ れ て い る た め 、 承 認 先 １ １ に
承 認 を 求 め る 。
【 ０ ０ ５ ９ 】
　 承 認 を 求 め る 場 合 に は 、 属 性 １ の 承 認 者 の 項 目 に 設 定 さ れ た 承 認 先 に 通 知 し て 行 う 。 こ
の 際 、 承 認 先 に 承 認 を 求 め る 機 種 情 報 等 を 通 知 し て 、 承 認 内 容 の 確 認 さ せ る こ と が で き る
。 ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て 承 認 先 に 通 知 す る 場 合 に は 、 承 認 要 求 手 段 ３ は 承 認 先 の ア ド レ ス
を 検 索 し て 行 う 。 な お 、 承 認 者 の 項 目 に 承 認 先 の ア ド レ ス を 設 定 し て お く こ と も で き る （
ス テ ッ プ Ｓ ６ ） 。
【 ０ ０ ６ ０ 】
　 判 定 承 認 手 段 ４ は 承 認 先 か ら 承 認 結 果 を 受 け 、 承 認 に 有 無 を 判 定 す る （ ス テ ッ プ Ｓ ７ ）
。 こ の 承 認 判 定 に お い て 、 承 認 先 か ら 捺 印 の 使 用 に つ い て 承 認 が 得 ら れ た 場 合 に は 、 作 成
書 類 情 報 に 承 認 済 み を 記 録 す る 。 こ の 承 認 済 み の 記 録 は 、 属 性 ２ の 承 認 状 況 に 「 承 認 」 を
設 定 す る こ と に よ り 行 う こ と が で き る （ ス テ ッ プ Ｓ ８ ） 。
【 ０ ０ ６ １ 】
　 書 類 情 報 中 に 設 定 さ れ る 記 載 事 項 を 検 索 し 、 更 に 申 請 書 類 に 取 り 込 む 事 項 が あ る 場 合 に
は （ ス テ ッ プ Ｓ ９ ） 、 必 要 な 情 報 を 取 り 込 ん で （ ス テ ッ プ Ｓ １ ０ ） 、 作 成 書 類 情 報 を 完 成
さ せ 記 録 手 段 ２ に 記 録 す る （ ス テ ッ プ Ｓ １ １ ） 。
【 ０ ０ ６ ２ 】
　 ス テ ッ プ Ｓ ７ に お い て 、 例 え ば 承 認 先 か ら 捺 印 の 使 用 に つ い て 承 認 が 得 ら れ な い 場 合 に
は 、 作 成 書 類 情 報 の 属 性 ２ の 承 認 状 況 に 「 否 認 」 を 記 録 し （ ス テ ッ プ Ｓ １ ２ ） 、 そ の 旨 を
表 示 手 段 ９ に 表 示 す る 。
【 ０ ０ ６ ３ 】
　 表 示 手 段 ９ に 「 否 認 」 の 表 示 が さ れ た 場 合 に は 、 該 当 す る 申 請 書 類 の 項 目 に つ い て 検 討
す る こ と に よ り 、 再 度 承 認 先 に 承 認 を 求 め る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ６ ４ 】
　 な お 、 上 記 し た フ ロ ー チ ャ ー ト で は 、 承 認 先 に 対 す る 捺 印 使 用 の 承 認 要 求 を し た 後 に 作
成 書 類 情 報 を 作 成 す る 手 順 と し て い る が 、 作 成 書 類 情 報 を 作 成 し た 後 に 承 認 先 に 捺 印 使 用
の 承 認 を 求 め る 手 順 と し て も よ い 。 こ の 手 順 に よ れ ば 、 作 成 し た 作 成 書 類 情 報 の 確 認 を 承
認 先 に 求 め る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ６ ５ 】
　 次 に 、 申 請 書 類 の 印 刷 動 作 に つ い て 図 ８ の フ ロ ー チ ャ ー ト に 従 っ て 説 明 す る 。
【 ０ ０ ６ ６ 】
　 作 成 書 類 情 報 を 作 成 し た 後 、 印 刷 要 求 が 出 さ れ る と （ ス テ ッ プ Ｓ ２ １ ） 、 印 刷 要 求 さ れ
た 作 成 書 類 情 報 ２ ｄ を 記 録 手 段 ２ か ら 読 み 出 し （ ス テ ッ プ Ｓ ２ ２ ） 、 属 性 ２ の 承 認 状 況 を
参 照 し て 承 認 済 み か 否 か を 判 定 す る （ ス テ ッ プ Ｓ ２ ３ ） 。
【 ０ ０ ６ ７ 】
　 承 認 済 み で あ る 場 合 に は 、 記 録 手 段 ２ か ら 捺 印 イ メ ー ジ 情 報 ２ ｂ を 読 み 出 し （ ス テ ッ プ
Ｓ ２ ４ ） 、 作 成 書 類 情 報 ２ ｄ と 共 に 印 刷 を 行 う （ ス テ ッ プ Ｓ ２ ５ ） 。 印 刷 し た 後 は 、 属 性
２ 中 に 印 刷 が 完 了 し た こ と を 記 録 す る （ ス テ ッ プ Ｓ ２ ６ ） 。
【 ０ ０ ６ ８ 】
　 ス テ ッ プ Ｓ ２ ３ に お い て 承 認 状 況 が 承 認 済 み で な い 場 合 に は 、 そ の 書 類 が 捺 印 を 要 す る
も の で あ る か 否 か を 属 性 １ を 参 照 し て 判 定 し （ ス テ ッ プ Ｓ ２ ７ ） 、 捺 印 を 要 さ な い 場 合 に
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は 書 類 情 報 を 印 刷 し （ ス テ ッ プ Ｓ ２ ８ ） 、 捺 印 を 要 す る 場 合 に は 、 未 承 認 あ る い は 否 認 で
あ る こ と を 通 知 す る （ ス テ ッ プ Ｓ ２ ９ ） 。 　
【 ０ ０ ６ ９ 】
　 な お 、 上 記 動 作 に お い て 、 申 請 機 種 情 報 や 申 請 書 類 等 の 登 録 情 報 や そ の 他 の 入 力 情 報 等
の 入 力 、 承 認 要 求 や 印 刷 要 求 等 の 要 求 は 、 入 力 手 段 ８ を 介 し て 行 う こ と が で き 、 ま た 、 記
録 手 段 ２ に 対 す る 情 報 の 入 出 力 は 、 デ ー タ 管 理 手 段 ７ に よ っ て 行 う こ と が で き る 。
【 ０ ０ ７ ０ 】
　 次 に 、 本 発 明 の 申 請 管 理 シ ス テ ム の 第 ２ の 形 態 に つ い て 説 明 す る 。
【 ０ ０ ７ １ 】
　 第 ２ の 形 態 は 、 捺 印 イ メ ー ジ 情 報 を 承 認 先 か ら 取 得 す る 形 態 で あ り 、 そ の 他 の 構 成 は 第
１ の 形 態 と 同 様 と す る こ と が で き る 。 そ こ で 、 以 下 で は 、 第 １ の 形 態 と 共 通 す る 部 分 の 説
明 は 省 略 し 、 主 に 相 違 す る 構 成 に つ い て 説 明 す る 。
【 ０ ０ ７ ２ 】
　 図 ９ は 本 発 明 の 申 請 管 理 シ ス テ ム の 第 ２ の 形 態 を 説 明 す る た め の 概 略 図 で あ る 。 図 ９ に
お い て 、 第 ２ の 形 態 は 、 捺 印 イ メ ー ジ 情 報 を 承 認 先 １ １ が 管 理 す る 記 録 手 段 １ ２ に 記 録 す
る か 、 あ る い は 承 認 先 １ １ 側 に 設 け た ス キ ャ ナ や 撮 像 装 置 に よ っ て 取 得 す る 点 で 相 違 し 、
そ の 他 の 構 成 は 第 １ の 形 態 と 同 様 と す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ７ ３ 】
　 第 ２ の 形 態 が 扱 う 申 請 機 種 情 報 は 第 １ の 形 態 と 同 様 と す る こ と が で き 、 書 類 情 報 ， 作 成
書 類 情 報 に つ い て も 、 図 １ ０ ， １ １ に 示 す よ う に 、 捺 印 イ メ ー ジ 情 報 に 関 す る 他 は 第 １ の
形 態 と ほ ぼ 同 様 と す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ７ ４ 】
　 第 ２ の 形 態 で は 、 捺 印 イ メ ー ジ 情 報 は 承 認 先 か ら 取 得 す る た め 、 記 録 手 段 ２ の 書 類 情 報
， 作 成 書 類 情 報 に は 記 録 し て い な い 。
【 ０ ０ ７ ５ 】
　 次 に 、 図 １ ２ ， １ ３ を 用 い て 、 本 発 明 の 第 ２ の 形 態 の 印 刷 動 作 に つ い て 説 明 す る 。 図 １
２ は 申 請 管 理 シ ス テ ム に よ る 動 作 を 説 明 す る た め の 概 略 図 で あ り 、 図 １ ３ は 申 請 管 理 シ ス
テ ム に よ る 申 請 書 類 の 印 刷 動 作 を 説 明 す る た め の フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る 。 な お 、 第 ２ の 形
態 の 申 請 書 類 の 作 成 動 作 は 第 １ の 形 態 と 同 様 と す る こ と が で き る た め 、 こ こ で の 説 明 は 省
略 す る 。
【 ０ ０ ７ ６ 】
　 第 ２ の 形 態 の 申 請 書 類 の 印 刷 動 作 に つ い て 図 １ ３ の フ ロ ー チ ャ ー ト に 従 っ て 説 明 す る 。
【 ０ ０ ７ ７ 】
　 作 成 書 類 情 報 を 作 成 し た 後 、 印 刷 要 求 が 出 さ れ る と （ ス テ ッ プ Ｓ ３ １ ） 、 印 刷 要 求 さ れ
た 作 成 書 類 情 報 ２ ｄ を 記 録 手 段 ２ か ら 読 み 出 し （ ス テ ッ プ Ｓ ３ ２ ） 、 属 性 ２ の 承 認 状 況 を
参 照 し て 承 認 済 み か 否 か を 判 定 す る （ ス テ ッ プ Ｓ ３ ３ ） 。
【 ０ ０ ７ ８ 】
　 承 認 済 み で あ る 場 合 に は 、 承 認 先 に 接 続 し て 承 認 先 か ら 捺 印 イ メ ー ジ 情 報 の 取 得 を 要 求
す る 。 承 認 先 へ の 接 続 は 、 第 １ の 形 態 と 同 様 に 、 属 性 １ に 記 録 さ れ た 承 認 者 の 情 報 に 基 づ
い て 承 認 要 求 手 段 ３ に よ っ て 行 う こ と が で き る （ ス テ ッ プ Ｓ ３ ４ ） 。
【 ０ ０ ７ ９ 】
　 承 認 先 は 、 記 録 手 段 １ ２ に 捺 印 イ メ ー ジ 情 報 を 記 録 し て い る 場 合 に は こ の 捺 印 イ メ ー ジ
情 報 ２ ｂ を 読 み 出 し 、 記 録 し て い な い 場 合 に は ス キ ャ ナ 等 に よ り 捺 印 の 画 像 情 報 を 取 得 し
て 、 承 認 要 求 手 段 ３ に 送 る （ ス テ ッ プ Ｓ ３ ５ ） 。 印 刷 手 段 ５ は 、 記 録 手 段 ２ に 記 録 さ れ て
い る 作 成 書 類 情 報 ２ ｄ を 読 み 出 す と 共 に 、 承 認 先 か ら 取 得 し た 捺 印 イ メ ー ジ 情 報 ２ ｂ を 用
い て 印 刷 を 行 う （ ス テ ッ プ Ｓ ３ ６ ） 。 印 刷 し た 後 は 、 属 性 ２ 中 に 印 刷 が 完 了 し た こ と を 記
録 す る （ ス テ ッ プ Ｓ ３ ７ ） 。
【 ０ ０ ８ ０ 】
　 ス テ ッ プ Ｓ ３ ３ に お い て 承 認 状 況 が 承 認 済 み で な い 場 合 に は 、 そ の 書 類 が 捺 印 を 要 す る
も の で あ る か 否 か を 属 性 １ を 参 照 し て 判 定 し （ ス テ ッ プ Ｓ ３ ８ ） 、 捺 印 を 要 さ な い 場 合 に
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は 書 類 情 報 を 印 刷 し （ ス テ ッ プ Ｓ ３ ９ ） 、 捺 印 を 要 す る 場 合 に は 、 未 承 認 あ る い は 否 認 で
あ る こ と を 通 知 す る （ ス テ ッ プ Ｓ ４ ０ ） 。 　
【 ０ ０ ８ １ 】
　 な お 、 上 記 動 作 に お い て 、 申 請 機 種 情 報 や 申 請 書 類 等 の 登 録 情 報 や そ の 他 の 入 力 情 報 等
の 入 力 、 承 認 要 求 や 印 刷 要 求 等 の 要 求 は 、 入 力 手 段 ８ を 介 し て 行 う こ と が で き 、 ま た 、 記
録 手 段 ２ に 対 す る 情 報 の 入 出 力 は 、 デ ー タ 管 理 手 段 ７ に よ っ て 行 う こ と が で き る 。
【 産 業 上 の 利 用 可 能 性 】
【 ０ ０ ８ ２ 】
　 本 発 明 の 申 請 管 理 シ ス テ ム は 、 遊 技 機 器 の 申 請 書 類 の 印 刷 に 限 ら ず 、 任 意 の 申 請 事 項 に
対 す る 申 請 書 類 の 印 刷 に 適 用 す る こ と が で き 、 ま た 、 更 に は 、 申 請 書 類 に 限 ら ず 、 捺 印 を
要 す る 書 類 に 対 し て も 適 用 す る こ と が で き る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ８ ３ 】
【 図 １ 】 本 発 明 の 申 請 管 理 シ ス テ ム の 概 略 を 説 明 す る た め の 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 本 発 明 の 申 請 管 理 シ ス テ ム の 第 １ の 形 態 を 説 明 す る た め の 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 本 発 明 の 第 １ の 形 態 に お け る 申 請 機 器 情 報 の 一 例 で あ る 。
【 図 ４ 】 本 発 明 の 第 １ の 形 態 に お け る 書 類 情 報 の 一 例 で あ る 。
【 図 ５ 】 本 発 明 の 第 １ の 形 態 に お け る 作 成 書 類 情 報 の 一 例 で あ る 。
【 図 ６ 】 本 発 明 の 第 １ の 形 態 に よ る 動 作 を 説 明 す る た め の 概 略 図 で あ る 。
【 図 ７ 】 本 発 明 の 第 １ の 形 態 に よ る 申 請 書 類 の 作 成 動 作 を 説 明 す る た め の フ ロ ー チ ャ ー ト
で あ る 。
【 図 ８ 】 本 発 明 の 第 １ の 形 態 に よ る 印 刷 動 作 を 説 明 す る た め の フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る 。
【 図 ９ 】 本 発 明 の 申 請 管 理 シ ス テ ム の 第 ２ の 形 態 を 説 明 す る た め の 図 で あ る 。
【 図 １ ０ 】 本 発 明 の 第 ２ の 形 態 に お け る 書 類 情 報 の 一 例 で あ る 。
【 図 １ １ 】 本 発 明 の 第 ２ の 形 態 に お け る 作 成 書 類 情 報 の 一 例 で あ る 。
【 図 １ ２ 】 本 発 明 の 第 ２ の 形 態 に よ る 動 作 を 説 明 す る た め の 概 略 図 で あ る 。
【 図 １ ３ 】 本 発 明 の 第 ２ の 形 態 に よ る 印 刷 動 作 を 説 明 す る た め の フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る 。
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ ８ ４ 】
　 １ 　 申 請 管 理 シ ス テ ム 　 　
　 ２ 　 記 録 手 段
　 ２ ａ 　 書 類 情 報
　 ２ ｂ 　 捺 印 イ メ ー ジ 情 報
　 ２ ｃ 　 申 請 機 種 情 報
　 ２ ｄ 　 作 成 書 類 情 報
　 ２ ｅ 　 管 理 情 報
　 ３ 　 承 認 要 求 手 段
　 ４ 　 判 定 承 認 手 段 　
　 ５ 　 印 刷 手 段
　 ６ 　 書 類 作 成 手 段
　 ７ 　 デ ー タ ベ ー ス 管 理 手 段
　 ８ 　 入 力 手 段
　 ９ 　 表 示 手 段
　 １ ０ 　 書 類 　
　 １ １ 　 承 認 先
　 １ ２ 　 記 録 手 段

10

20

30

40

(11) JP 2005-100209 A 2005.4.14



【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】
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